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補助対象要件
・市内に存する建築物
・現に使用されていない建築物
・延べ床面積が１０平方メートル以上の建築物
・周辺の住環境を悪化させ、放置されたままになっている空き建築物
・登記事項証明書等で所有者の登録がある建築物

AがA所有の建築物の解体するにあたり補助金を申請する場合、補助
対象に該当するかを一例として、別図に示しております。
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Aの建築物が倒壊しても周囲の住環境・公共物に影響がないため補助対象外
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